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【開業資金】

次の①～⑦のいずれかに該
当する方。
ただし、事業開始前若しく
は事業開始後２カ月未満の
場合、創業資金総額の１
/10以上の自己資金（※
２）が必要です。

　創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行っている方又は業
歴の浅い方で、次のいずれかに該当している方。

【事業開始前・事業開始後５年未満】
①事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に個人で事業を開始しようとする方。

②事業を営んでいない個人で、２ヵ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようと
　する方。
 
③事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから５年未満の方。
 
④事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して５年未満の
　会社。

【分社化】
⑤中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、２ヵ月以内に新たに中小企業の会社を設立して
　事業を開始しようとする会社。
 
⑥会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから
　５年未満の会社。

【法人成り】
⑦事業を営んでいない個人が、法人成りした会社であって、個人で事業を開始してから５年未満
　の会社。

3,500万円
（開業資金と地域支援
ネットワーク型の合計）

年１．６５％
（※３は１．4５％）

 10年以内（12ヵ月以内） 不要

年１．０％

年０．７％

取扱金融機関
または大阪信用保証
協会･大阪府･市町村
（大阪市を除く）

(※1)
・原則として、会社を設立して３年目、５年目に、中小
企業活性化協議会が実施するガバナンス体制の整備に関
するチェックを受け、金融機関に対し「ガバナンス
チェックシート」を提出する必要があります。

（※2）
・原則として事業を開始しようとされる方が当該事業に
充てるために用意したもののうち、返済義務のない資金
です。

・自己資金は、原則として事業開始前から資産形成され
ていたことが、客観的書類等により確認できるものに限
ります。
　ただし、開業資金をご利用いただく場合は、これから
事業を開始される方は保証申込日の原則6カ月以前、すで
に事業を開始されている方は事業を開始した日の原則6カ
月以前から資産形成されていたことが、客観的書類等に
より確認できるものに限ります。（客観的証明書等を添
付できないものは、自己資金から除いてください。）

・法人で事業を開始する場合の自己資金額は、資本金の
うち代表者の出資分および事業に利用予定の代表者の個
人預金等に限ります。

(※３)
女性：事業主が女性であること
若者：事業主が、受付時点で35歳未満であること
シニア：事業主が、受付時点で55歳以上であること
UIJターン該当者：東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・
                      神奈川県・茨城県） で在住していた方
　　　　　　　   が、府内で創業をするものであること
なお、「利用資格の概要」の⑤⑥は、女性・若者・シニ
ア・UIJターンの利用はできません。

(※４)
開業・スタートアップ応援資金（地域支援ネットワーク
型）取扱金融機関に限ります。取扱地域及び取扱金融機
関については、大阪府金融課又は大阪信用保証協会にお
尋ねください。

※特定非営利活動法人については利用できません。

※地域支援ネットワークとは
地域金融機関（信用金庫等）及び商工会・商工会議所・
大阪産業局が中心となり、地域に展開する他の支援機関
とが有機的に連携し、当該地域で頑張る小規模企業者・
開業者への総合的な支援（｢金融と経営支援の一体化｣）
を行う枠組みです。

※法人成りとは
個人で事業を開始したのち、新たに会社を設立して事業
の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させ
たものをいいます。

無保証人対応
（※１）

次の②、④～⑦のいずれか
に該当する方。
ただし、税務申告１期未了
の場合は、創業資金総額の
１/10以上の自己資金（※
２）が必要です。

年１．２％ 取扱金融機関

【地域支援
ネットワーク型】

次の⑧～⑮のいずれかに該
当する方。
ただし、⑧～⑪、⑭のいず
れかに該当する方で、事業
開始前若しくは事業開始後
２カ月未満の場合は、創業
資金総額の１/10以上の自
己資金（※２）が必要で
す。

　主たる事業所が地域支援ネットワーク型の取扱地域で地域支援ネットワーク型の取扱金融機関本支
店での利用を希望する方。また、融資後３年間、金融機関、商工会・商工会議所および大阪産業局の
フォローアップを受けるなどの支援対象となり、次のいずれかに該当する方。

【事業開始前・事業開始後１年未満】
⑧事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内（産業競争力強化法第2条第31項第１号に規程する認定
　特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方が、地域支援
　ネットワーク型の融資申込みを行う場合にあっては、6ヵ月以内）に個人で事業を開始しようと
　する方。

⑨事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内(産業競争力強化法第2条第31項第１号に規程する認定
　特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方が、地域支援
　ネットワーク型の融資申込みを行う場合にあっては、6ヵ月以内)に中小企業の会社を新たに
   設立して事業を開始しようとする方。

⑩事業を営んでいない個人で、事業を開始して１年未満の方。

⑪事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して１年未満の
　会社。

【事業開始後１年以上５年未満】
⑫事業を営んでいない個人で、事業を開始して１年以上５年未満であって、申込時点で地域支援
　ネットワーク型利用中の方、又は開業後1年以内（開業時を含む）に日本政策金融公庫の貸付
　を受け利用中の方。

⑬事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して１年以上５年
　未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、又は会社設立後1年以内
　（会社設立時を含む）に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。

【法人成り】
⑭事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち、法人成りした会社であって、個人で
　事業を開始して１年未満の会社。

⑮事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち法人成りした会社で、事業を開始して
　１年以上５年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を
　利用中の会社、又は開業後1年以内（個人で開業時を含む）に日本政策金融公庫の貸付を受け
　利用中の会社。

年１．４５％
（※３は１．2５％）

 

10年以内（12ヵ月以内） 不要

年０．５％

取扱金融機関
(※４)

無保証人対応
（※１）

次の⑨、⑪、⑬～⑮のいず
れかに該当する方。
ただし、税務申告１期未了
の場合は、創業資金総額の
１/10以上の自己資金（※
２）が必要です。

小
規
模
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業
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【小規模資金】
　大阪府内において原則として同一場所で融資申込の日以前６ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納
税状況を確認することができる 小規模企業者の方。

2,000万円(※５)

(※５)
融資限度額は、大阪信用保証協会（他の保証協会を含
む）の既存保証の残高を含めて2,000万円です。（例：
残高500万円の方の申込みは1,500万円までとなりま
す。）

(※６)
民間金融機関との取引実績がない方等については、大阪
府金融課又は大阪信用保証協会での申込も可能です。

(※７)
小規模企業サポート資金（地域支援ネットワーク型）取
扱金融機関に限ります。取扱地域及び取扱金融機関につ
いては、大阪府金融課又は大阪信用保証協会にお尋ねく
ださい。開業・スタートアップ応援資金（地域支援ネッ
トワーク型）の取扱地域とは異なりますのでご注意くだ
さい。

※特定非営利活動法人については、医業を主たる事業と
する小規模特定非営利法人のみ申込みが可能です。

【地域支援
ネットワーク型】

　主たる事業所が地域支援ネットワーク型の取扱地域で地域支援ネットワーク型の取扱金融機関本支店での利用を希望するで、融
資後３年間、商工会・商工会議所のフォローアップを受けるなどの支援対象となり、次のいずれかに該当する小規模企業者の方。

  ① 商工会・商工会議所が６ヵ月以上の経営指導を行い、経営改善が見込まれると判断される先であり、経営指導内容証明書
　　の交付を受けることができる方。

  ② 既に商工会・商工会議所の会員となって１年以上経過しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる方。

  ③ 日本政策金融公庫における小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）を利用中の方で、商工会・商工会議所が
　　十分に業況を把握しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる方。

年１．６５％
取扱金融機関

(※７)

【市町村連携型】

年１．８５％

　この制度は、大阪府の小規模資金をベースに各市町村が独自に金利引下げや保証料補助等を行い、当該市町村内に事業所を有す
る事業者向けに優遇した制度として実施しているものです。
　融資限度額、融資対象者、融資条件、取扱金融機関については、市町村ごとに異なります。詳細については、実施市町村一覧を
ご確認のうえ、各市町村担当課までお問合せください。

市町村ごとに
異なります。

市町村ごとに異なります。

10年以内（１２ヵ月以内）
（１年以内は一括返済可）

原則不要 保証協会所定

原則金融機関
(※６)

【補足】事業転換や多角化に取り組む方について 担保について
　有担保でお申込みの場合、不動産・有価証券等の確実な担保が必要です。
　※ 農地、山林、雑種地、原野、仮登記物件など、現状によって担保として不適格なものがありますので詳しくは大阪信用保証協会へご確認ください。

・ 事業転換や多角化に必要な資金を申し込まれる場合は、新規事業計画書（指定様式）を添付いただくことで、開業・スタートアップ応援資金・小規模企業サポート資金・チャレンジ応
援資金（法認定型）のご利用が可能です。

連帯保証人について
　必要となる場合があります。ただし、法人代表者（特定非営利活動法人は履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）に登記のある理事全員）を除いては、原則不要です。
　次の方は、個々の事情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
　・実質的な経営権を持つ方　　・ 事業承継予定者　　・ 同一事業に従事している配偶者
　・組合における代表理事以外の理事、組合員（組合員が法人の場合はその代表者）等
　なお、全国統一制度であるスタートアップ創出促進保証制度に係る無保証人対応を適用する場合または事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は不要です。

・ 事業転換・多角化とは、現行事業を継続若しくは縮小（廃止を含む。）し、現行事業とは別の新たな事業（総務省統計局が定める日本標準産業分類における小分類（飲食店の場合は中
分類）について、現行事業と異なるもの。）を行うことをいいます。

女性・若者・
ｼﾆｱ・UIJﾀｰﾝ
特例あり(※３)

女性・若者・
ｼﾆｱ・UIJﾀｰﾝ
特例あり(※３)

成 長 支 援 型 融 資 メ ニ ュ ー

商工会・商工
会議所の経営

指導要
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【法認定型】 　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者で経営環境変化等に対応するため、
下記①、②いずれかの計画承認を受けた方または③に該当する方。

　対象：①経営革新計画　②地域経済牽引事業計画
　　　　③承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人又は一般財団法人

 2億円（組合：4億円）
 うち、無担保8,000万円

利用資格①～④
 運転資金 10年以内（12ヵ月以内）
 設備資金 15年以内（12ヵ月以内）

利用資格⑤
 無担保　 15年以内（24ヵ月以内）
 有担保　 20年以内（24ヵ月以内）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

利用資格①～③
保証協会所定

利用資格④、⑤
　年1.15％
　　（無担保）
　年0.95％
　　（有担保）

取扱金融機関

【事業者選択型経営者
保証非提供促進資金】

　府内で事業を営んでおり、以下の①～⑤までのいずれにも該当する法人である中小企業者の方
　ただし、法人の設立後最初の事業年度の決算がない法人である中小企業者は①、②及び③、設立後
最初の事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は③の要件は問いません
　① 過去２年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
　② 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、代表者等への役員報酬、
　　  賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
　③ 次の両方又はいずれかを満たすこと
   　   (1)直前決算において、債務超過でない
      　(2)直前２期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でない
　④ 次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
　　　(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
     　 (2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭
　　　　債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者等への役員報酬、賞与、
　　　　配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
　⑤ 保証料率の引き上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

8,000万円
(ただし、中小企業信用保険
法第２条第５項第４号又は
第５号の認定を受け、利用
する場合は、一般関係に係
るものとは別に8,000万円
を限度額とします。)

年１．８５％ 10年以内（12ヵ月以内） 不要
保証協会所定
（※14）

取扱金融機関

（※14）
・利用資格(3)①及び②に該当する場合
　信用保証協会所定の信用保証料に、0.25％
　上乗せした保証料とし、うち年0.05％に相当
　する額について、国の補助が受けられます。

・利用資格(3)①又は②に該当する場合又は
　法人設立後２事業年度の決算が未了の場合
　信用保証協会所定の信用保証料率に、0.45％
　上乗せした保証料とし、うち年0.05％に相当
　する額について、国の補助が受けられます。

注)条件変更に伴い追加的に生じる信用保証料につ
いては、補助の対象外です。
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※既存借入の借換はご利用いただけません。

【事業承継
支援資金】

無保証人型

　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者で、次のア～エの全ての要件を満たし、以下の①又は②
のいずれかに該当する方
　　　ア 資産超過であること
　　　イ 返済緩和中でないこと
　　　ウ EBITDA有利子負債倍率（＊）10倍以内
　　　　＊（借入金・社債-現預金）／（営業利益＋減価償却費）
　　　エ 法人と経営者の分離がなされていること

　①３年以内に事業承継（＝代表者交代）を予定する「事業承継計画」を有する法人
　　※事業承継特別保証を複数回利用する場合は、事業承継特別保証１回目の保証日から３年以内に保証
　　　申込みを行うものに限ります。
　②代表者が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより事業活動の継続に
　　支障が生じているとして、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた会社である
　　中小企業者（※12）

 ２億円
 うち、無担保8,000万円
（無保証人型の②、計画承
認型の①、③は上記とは別
にそれぞれ２億円（うち無
担保8,000万円）の限度額
を有します。）

年１．６５％以下の
金融機関所定
（固定金利）

10年以内（12ヵ月以内）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

保証協会所定
（※10）

【SDGsビジネス支援金】
　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者のうち、SDGsの取り組みに関する事業計画を策定し、
その実行に取り組む方で、計画に記載した目標の達成状況を自己評価し、金融機関及び大阪信用保証協会
に対し報告（融資後３年間・年１回）することが可能な方

 ２億円
 うち、無担保8,000万円

取扱金融機関
（※11）

（※10）
事業承継・引継ぎ支援センターならびに中小企業活
性化協議会の確認を受けた場合、保証料が軽減され
ます。

（※11）
与信取引のある金融機関に限ります。

（※12）
士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人は
除きます。

（※13）
後継者の方が代表者に就任する前・開業する前に融
資実行を受ける必要があります。

計画承認型

　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者又はその代表者個人等で、以下の①～⑤のいずれかに
該当する方
　① 中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者（※12）
　② 中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人（※12）
　③ 事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継
　　 円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者（※12）
　④ 事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継
       円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた「事業を営んでいない個人」（※13)
　⑤ 事業会社の株主等から株式・事業用資産等を買い取るため、新たに設立された持ち株会社

※運転資金は、設備資金に付随するもので、設備資
金の1/2以内となります。（計画認定型の利用資格
②は運転資金は対象外）
（申込時に事業計画で資金内容を確認します。）

※保証料補助型については、旧債借換資金としての
利用はできません。

※特定非営利活動法人の申込みが可能です。ただ
し、「計画認定型①～④」については、医療法人・
特定非営利活動法人は利用できません。

（※８）
DX・カーボンニュートラル型は大阪信用保証協会
の定める割引の対象となります。（概ね10%割
引）

（※９）
信用保証料率区分ごとに年0.22％～0.95％に相当
する額を大阪府が補助します。なお、条件変更に伴
い追加的に生じる信用保証料については、補助の対
象外です。

DX・カーボン
ニュートラル型

　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者で、経営基盤の強化等に必要な設備を導入し、かつ金融機関
等による融資後のサポートを受けることが可能な方。ただし、DX・カーボンニュートラルに関連する資金に限
ります。

計画認定型

　一般型の条件に加え、以下のいずれかに該当する方（①～④は医療法人および特定非営利活動法人を除
く。）。
  ① 中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画にかかる新事業活動を営む方
  ② 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき、先端設備等の導入を図る方
  ③ 中小企業強靭化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
  ④ 中小企業強靭化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
  ⑤ 経済産業大臣から情報処理の促進に関する法律第28条の認定を受けた方

 ①～④それぞれに
 ２億円
 うち、無担保8,000万円

 ⑤
 2億円（組合：4億円）
 うち、無担保8,000万円

年０．７%

保証料補助型

　一般型の条件に加え、賃上げ環境の整備に向けた「生産性向上」を目的とした設備投資に取り組み、かつ申
込に際しての誓約事項に同意する書面を提出している方。
　※令和８年５月11日から11月30日までに保証申込をし、令和９年１月３１日までに融資実行されたものに
限ります。（予算額に到達次第終了）

保証協会所定
（※9）

市町村連携型

　この制度は、大阪府の設備投資応援融資（一般型、DX・カーボンニュートラル型、計画認定型）をベースに
各市町村が独自に金利引下げや保証料補助等を行い、当該市町村内に事業所を有する事業者向けに優遇した制
度として実施しているものです。
　融資限度額、融資対象者、融資条件、取扱金融機関については、市町村ごとに異なります。詳細について
は、実施市町村一覧をご確認のうえ、各市町村担当課までお問合せください。

 市町村ごとに異なります。 市町村ごとに異なります。 保証協会所定

10年以内（12ヵ月以内）［無担保］

※医療法人については利用はできません。

※特定非営利活動法人については、①の利用はでき
ません。

【金融機関提案型】
　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者の方で各取扱金融機関の定める要件に該当する方。
　融資の種類、条件等については、金融機関提案型融資メニュー一覧をご確認のうえ、各取扱金融機関に
お問合せください。

 融資メニューごとに異なり
ます。

融資メニューごとに異なります。

保証付は
信用保証協会所定 ※特定非営利活動法人の利用については、金融機関

ごとに要件が異なりますので、各取扱金融機関にお
問合せください。保証なしは

不要

金融機関所定

20年以内

［運転資金のみ］又は［無担保］
７年以内（12ヵ月以内）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

年０．８％

取扱金融機関
年１．４５％以下の
金融機関所定
（固定金利）

10年以内（12ヵ月以内）［無担保］
20年以内（12ヵ月以内）［有担保］

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

不要

保証協会所定
（※８）

年１．６５％以下の
金融機関所定
（固定金利）

 7年以内（6ヵ月以内）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

保証協会所定

【設備投資
応援融資】

一般型
　大阪府内において事業を営んでいる中小企業者で、経営基盤の強化等に必要な設備を導入し、かつ金融機関
等による融資後のサポートを受けることが可能な方。 ２億円

うち無担保8,000万円
（一般型とDX・カーボン
ニュートラル型と保証料補
助型の合算）

無担保8,000万円
（一般型とDX・カーボン
ニュートラル型と保証料補
助型の合算）

【2026（令和8）年4月現在】

資　　金　　名　　称 利　　用　　資　　格　　の　　概　　要 融　資　限　度　額 利　　率 融 資 期 間 （据 置 期 間） 担　　保 信用保証料率 申込窓口 備考

※大阪府担当課等
の認定要

※国等の
認定要

※大阪府担当課
の認定要
（①～④）



 取扱金融機関

（※15）
利用資格①については、資金使途が運転資金の
み（設備資金を含まない）の場合、据置期間は
6ヵ月以内となります。

※利用資格②については、所定の新型コロナウ
イルス感染症関連融資からの借換資金（新規資
金を含むことも可能）に限ります。

※特定非営利活動法人の申込みが可能です。

【モニタリング強化型】

　府内において事業を営んでおり、認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り
状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
　なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高
のうち申込金融機関における、保証協会の保証を付さない融資の残高の割合が５割以上であるものに限る。

 2億円（組合：4億円）
 うち、無担保8,000万円

金融機関所定
 ・運転資金 10年以内（６ヵ月以内）
 ・設備資金、運転設備資金
　　　　　  10年以内（12ヵ月以内）

金融機関所定

金融機関所定
 ・運転資金 10年以内（６ヵ月以内）
 ・設備資金、運転設備資金
　　　　　  10年以内（12ヵ月以内）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

保証協会所定
（※16）

・運転資金：５年以内（６ヵ月以内）
・設備資金、運転・設備資金：
　　　 ７年以内（12ヵ月以内）
・保証付の既往借入金の借換資金
　　　10年以内（12ヵ月以内）（※15）

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

保証協会所定

取扱金融機関

【2026（令和8）年４月現在】

資　　金　　名　　称 利　　用　　資　　格　　の　　概　　要 融　資　限　度　額 利　　率 融 資 期 間 （据 置 期 間） 担　　保 信用保証料率 申込窓口 備考
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【経営力強化資金】

　大阪府内において事業を営む中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの

　①金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び
　　進捗の報告を行う方。
　②中小企業信用保険法第２条第５項第５号に該当する者として、市町村長の認定を受けられた方で
　　金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び
　　進捗の報告を行う方。

2億円（組合等４億円）
 うち、無担保8,000万円

【金融機関協調支援型】

　府内において事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する中小企業者の方
　①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上（融資
　　期間１２カ月以上）のプロパー融資（保証協会の保証を付さない融資）を受けること。
　②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

 2億円（組合：4億円）
 うち、無担保8,000万円

（※16）
信用保証協会所定の信用保証料率に応じて、
国から信用保証料の補助が受けられます。
・利用資格①に該当する場合
　0.15％から0.63％に相当する額
・利用資格②に該当する場合
　0.11％から0.47％に相当する額

【有担保の場合】
 大阪信用保証協会
 の定める不動産
または有価証券等

保証協会所定
（※17）

取扱金融機関

（※17）
信用保証協会所定の信用保証料率に応じて、
年0.22％～0.95％に相当する額について、国
の補助が受けられます。

利用資格➁は

市町村認定要


